
京阪電鉄 運賃上限変更認可（R6.12～）論点整理  R７.２.４配付（使用）              

 
Ａ 論点 Ｂ 所管局等からの説明・回答 答申への反映（検討） 

〇今回の運賃改定の理由 

・京阪電鉄として鉄軌道事業を安定的・持続的に運営するために運賃改定が必要な理由について。 

 

〇今回の運賃改定の理由 

（１） これまでの京阪電鉄の経営状況 

・１９９５年の運賃改定以降、旅客運輸収入は１９９６年度をピークに毎年減少。２００１年度には無配

転落もあり、早くから効率経営を常に意識し、これまで大きな改革を数回実施（子会社・保養施設売

却、希望退職・管理職給与削減）。人件費、経費の抑制や設備投資を一定水準下でコントロールして

きた。設備投資については、早くから耐震補強等の社会的要請の高い投資に積極的に取り組んでき

た一方、コロナ禍では、運転保安に関わるもの以外は修繕費、設備投資額ともに大きく抑制。この結

果、何とか営業黒字を確保。 

（２） 直近の決算状況 

 ・経常利益、運輸収入ともコロナ禍前に及ばす構造改革により必要最低限の利益を確保している状

況。改定ベース収支率の２０２３年度実績は１０３．４％と１００％を超えているが、その主な要因は、２

０２３年度の減価償却費が７９億円と、設備投資抑制により通常水準と比べても減価償却費が低いこ

とによるもの。 

（３） 設備投資抑制の限界 

 ・使用１００年を超過し始めた鉄橋や橋脚の洗堀対策、車両や変電所、大型保線用機械といった、安

全・安定輸送に必要不可欠かつ更新に多額の費用がかかる設備投資の更新が喫緊の課題。 

 ・車両について、約６０年使用する方針としており、長寿命化のため、概ね供用開始３０年経過時に

バリアフリー化を伴う大規模リニューアルを実施することで、利便性向上と安全性を保持させてきた

が、２０２４年３月時点において供用開始から５０年以上経過した車両が１割を占めており、車両更新

が不可欠な状況。変電所の主要機器についても、供用開始より４０年から６０年程度経過しメーカー推

奨年数約３０年を超えている。また、レール削正車等の大型保線機械も同様の状況。その他、駅関係

設備（新型自動定期券発行機、各種駅務機器の更新、可動式ホーム柵、モニター付きインターホン、

エレベーターの更新等のバリフリ設備の整備、防犯対策等）等の計画的な設備投資を実施予定。 

・これら設備投資の拡大に伴う減価償却費は２０２４年度から徐々に増加し、主な供用開始が２０２６

年度以降となることから、２０２６年度から２０２８年度の減価償却費は総額３３０億円、年平均で１１０

億円であり、２０２３年度の減価償却費７９億円に比べて年３１億円増加 

（４） 人件費・経費の増加 

 ・世間の賃上げや物価上昇等の影響を大きく受けており、人件費、経費も増加傾向にある。原油等

資源価格の高騰と円安の進行などもあり、動力費単価はコロナ禍前の２０２０年度と比較して、２０２３

年度は約７割も上昇し、現在も同様の水準で高止まりしている状況。 

・人件費について２０００年代以降人員削減や賃金水準見直しを継続的に行い、人件費を低減させ

てきた経緯がある。そのような中、コロナ禍には鉄軌道事業存続危機対応の緊急措置として、賞与削

減やベースアップ見送りといった人件費抑制を実施。この影響もあり、社員の離職率、特に入社５年

目までの離職率は２０２０年時点では約１割だったが、２０２４年時点では約３割に上昇。 

 ・これから先を見据えたとき、専門的な技術を必要とする鉄軌道事業人材確保のためには待遇や職

場環境改善の実施が必須。これまでは２０２３年の３００円／月程度のベースアップだったが、２０２４

年度は初任給を１０，０００円／月の増額としたほか、既存社員給与についても７，０００円／月のベー

スアップとした。 

・また、各現場詰所等を含めた全社的な職場環境改善を進めている。その他、各種修繕工事も、資

材単価および労務費もそれぞれコロナ禍前から約２割以上上昇している。 

（５） 運賃改定が必要なこと 

 ・上記の取り組みを実施していくことで、運賃改定を実施しない場合の平年度（２０２６～２０２８年度）

収支率は（Ｒ５（２０２３）の１０３．４％に対し、）平年度平均で８９．１％と、大幅に悪化する見込み。 

 ・前回運賃改定以降、旅客運輸収入が下げ止まらない状況の下、継続的な各種経営合理化に取り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･ １．に、今般の運賃改定の背景 

（利用者減少、これまでの経費抑

制、車両更新の必要性等）につい

て記載 
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Ａ 論点 Ｂ 所管局等からの説明・回答 答申への反映（検討） 

組んでおり、引き続き経営合理化には努めるものの、安心安全・安定的な輸送基盤の維持・継続のほ

か、社会課題解決や利用者ニーズに応じるサービスの高度化への対応には限界があると判断し、運

賃の改定申請を実施。 

○改定の内容、根拠 

・改定概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

・関西他社の運賃水準との比較 

 

・今回の改定内容のうち、特に大津線の初乗り運賃は、現行１７０円⇒２００円に引き上げとなり、３０

円アップと引上げ額が高い印象を受ける。今回この上げ幅とした理由は。 

 

・（上記内容に関連して、）運賃改定の発表後、何か利用者から意見は寄せられていないか。 

 

○改定の内容、根拠 

○改定率：１５．８％（１２．４％） 

・普通旅客運賃：１５．５％（１１．７％） 

※初乗り運賃：京阪線１６０円（バリフリ料金加算後１７０円）⇒１８０円 

        大津線１７０円（バリフリ料金加算なし）⇒２００円 

・定期旅客運賃：１６．４％（１３．７％） 

通勤定期：１７．５％（１４．４％） 割引率： 39.3％→39.0％ 

通学定期： ８．８％（   ―   ％） 割引率： 80.5％→81.8％ 

 ※（ ）内、鉄道駅バリアフリー料金加算後運賃比較 

 

・関西圏の他社運賃との比較では、普通運賃、定期運賃ともにだいたい中間に位置している。 

 

・大津線に関しては、初乗り運賃区間の距離が京阪線よりも長いこと、また、大津線収支も厳しい状況

であることを踏まえ、今回の改定内容となった。 

※第２回資料（１２／１９）３９ページ参照 

・特に、大津線に限定された意見が寄せられているといったことはない。 
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〇収入原価の算定に関すること 

（収入全般） 

－ 

 

－ 

・収入面での収支の悪化要因について。 

 

 

（輸送数量の推計） 

－ 

 

 

 

 

・インバウンドによる利用について、2030 年度政府目標の地方誘客率 60％が推計のベースに

なっているが、足元では逆に京都府・大阪府を含む三大都市圏への集中が加速しており、推計

値より上振れするのではないか。 

 

・定期外のこれまでの輸送実績（H26～H30）に対する特殊要因について、台風による利用減の話が

あったが、これは H30 に限った話か。 

 

・定期のこれまでの輸送実績（H26～H30）に対して、何か特殊要因はあるのか。 

 

・運賃改定後の需要見通しの考え方について。 

 

 

 

 

 

（逸走率） 

・Ｓ６２の逸走率０％のデータも用いて、過去３回の平均逸走率を算出するものは不自然ではない

か。 

 

（原価全般） 

・コスト面での収支の悪化要因について。 

 

 

（収支率） 

・収入原価総括表では、令和５年度実績の収支率１０３．４％から、現行の平年度３年間合計は   

８９．１％と悪化している。何故悪化するのか。 

・（運賃改定の理由として）今は投資額を下げていて今後戻すということだが、今後の投資・減価償

却費の計画を教えて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

〇収入原価の算定に関すること 

（収入全般） 

・収入原価総括表上、令和７年９月までにはバリフリ料金を含んだもの。改定後の運賃は令和７年１０

月以降の数字に適用。 

・収入に関しては、令和７年度は大阪万博があるので、他の年度よりも高くなっている。 

・訪日外国人増加による増収も見込まれる一方、沿線１５歳以上人口および就業者数が令和７年度

以降減少に転じることにより全体としては輸送人員が減少。 

 

（輸送数量の推計） 

・需要見通しに関しては、現状の水準は、コロナ前に戻っていない。今後は大阪万博もあり、一時的に

利用が増えるが、その後は減少するものと見込んでいる。 

・通学定期については、沿線市の人口減少に伴い減少が見込まれるものの、利用促進などにより令

和５年度の輸送人員を維持するものと推計（その他は減少する見込みとしている）。 

 ※第２回資料（１２／１９）９ページ参照 

・インバウンドによる利用は、３年後、５年後といった先を見込むのは難しい。申請時点で活用できる

データとして、政府目標を用いて輸送人員を推計したもの（輸送推計上、訪日外国人による輸送量

は、平年度の年平均４，４９３千人と推計（定期外輸送量の３％程度））。 

・台風は毎年来ており、H26 から H30 まで毎年影響が出ている。 

 

・特段ないが、H26 に消費税改定により値上げが実施されているので、そのことによる影響がある。 

 

・２０２３年度輸送人員実績は、コロナ禍前と比較し、定期は９０％、定期外は８５％の水準であった。

同年度を通じて概ね横ばいの傾向が続いたことから、新型コロナの収束、また、新たな生活様式が定

着したと判断。この輸送人員を基準とし、定期外、通勤定期についてそれぞれの将来見通しを作成。 

・定期外輸送人員は、高い相関関係がある沿線市の人口減少とともに減少すると見込んでいる。イン

バウンド旅客の利用は、一定の増加は見込んでいるが、沿線市人口減による定期外の減を補うには

至らないものと見込んでいる。通勤定期は、高い相関関係がある沿線就業者数の減少とともに減少

すると見込んでいる。  

 

（逸走率） 

・Ｓ６２の逸走率データも実績として用いることに関して、当局としては問題ないと判断している。 

 

 

（原価全般） 

・設備投資増加に伴い減価償却費が３１億円増加するほか、ベースアップ実施や物価上昇に伴う人 

件費・経費の増加として２４億円、動力費も物価上昇の影響により３億円増加。 

  

（収支率） 

・原価のうち、主に人件費・経費（＋２４億円）及び減価償却費（＋３１億円）が増加する。 

 ※第２回資料（１２／１９）２９ページ参照 

・２０１６年度から２０２０年度については年平均１００億円の設備投資を実施。その後、コロナ禍によ

り、設備投資額は２０２０年度～２０２２年度の年平均額は４２億円と大きく抑制。その結果、後年度に

おいて多額の設備投資が必要となる（２０２４年度～２０２８年度の年平均額は１３２億円）。減価償却

費も投資額と連動し、今後増加する見込み（過年度では、年平均８０～９０億ぐらいの水準だったが、

２０２６年度～２０２８年度の年平均額は、１１０億円）。 

※第２回資料（１２／１９）３４ページ、４０ページ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・３に、収入が総括原価を上回らな

いことを確認したことを記載。 

  ・要望事項に、需要見通しが想定

と実績で乖離する可能性がある

ため、期限に係る条件を付すこと

の検討を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京阪電鉄 運賃上限変更認可（R6.12～）論点整理  R７.２.４配付（使用）              

 
（適正コスト） 

・新しい収入原価算定要領上は、人件費・経費の上昇率は、５年単純平均だけではなく、直近

に急激な景気変動があった場合は合理的と認められる範囲で適切に設定されるものと認識し

ている。今回、人件費のベースアップ率は、「京阪は賃金構造統計調査の過去５年平均」に対

し「JR 東は会社実績値の過去２年平均」を用いているが、鉄道局としての基本的な考え方を

教えて欲しい。 

 

（減価償却費） 

・減価償却費の推移を提示いただいたが、２０２９年度以降も１００億円規模の減価償却費が計上さ

れるということか。（平年度期間の山を利用した値上げではないことの確認） 

 

（設備投資計画） 

・以前は投資をしぼっていたという話もあったが、それはいつから実施していたのか。車齢５０～６０

年の車両があるので、随分前から実施しているのか。 

 

・防災対策として「高架橋耐震補強」「橋梁洗堀対策」とあるが、具体的内容如何（プレス資

料には「耐震省令に基づく高架橋および橋梁の耐震補強ほぼ終了」「橋梁の洗堀対策は木津川

橋梁・宇治川橋梁は実施中」と記載されている）。 

 

・今後の設備投資計画に係る主要プロジェクトの具体的な内容・金額  

 

 

（適正コスト） 

・基本的に事業者で考えるもの。当局としても、アップ率が２％強であれば、問題ないと判断したとこ

ろ。 

 

 

 

 

（減価償却費） 

・車両やその他鉄道施設・設備の更新は引き続き必要であり、２０２９年度以降に右肩下がりというこ

とはない。 

 

（設備投資計画） 

・京阪で所有している車両の１割は、車齢５０年以上となっている。 

※第２回資料（１２／１９）３０ページ、３４ページ参照 

 

・これまでに実施した補強のほか、２０２３年４月に改正された耐震通達に基づく耐震工事や現在実施 

中の橋梁の洗掘対策が必要。 

※第２回資料（１２／１９）３７ページ参照 

 

・主な投資としては、例えば、Ｒ６投資計画合計１５０億円に対し、車両の更新・リニューアル工事（Ｒ 

６：４９億円）、老朽施設・設備の更新（Ｒ６：１９億円）等が挙げられる。 

※第２回資料（１２／１９）１８ページ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・３に、収入が総括原価を上回らな

いことを確認したことを記載。 
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Ａ 論点 Ｂ 所管局等からの説明・回答 答申への反映（検討） 

〇経営改善努力について 

 ・会社の経営改善努力について 

〇経営改善努力について 

・前回の運賃改定（平成７年）以降、運賃水準を維持するため早期からあらゆる経営の合理化やコ

スト削減のほか、プレミアムカーサービスをはじめとする様々な需要喚起を実施。 

コスト削減の具体例：ワンマン運転の拡大、駅業務の効率化 

 

・今後は、輸送需要に応じたダイヤ変更、「他駅サポートシステムの一元化」などによる駅業務の効

率化、ワンマン運転拡大、保守管理業務効率化の継続に加え、「構造物点検におけるドローンの活用

や、車両保守における状態監視システムの導入による検査業務の効率化」等による効率化を実施 

※第２回資料（１２／１９）２２ページ、２４ページ参照 

 

 ・その他、鉄軌道輸送の安全性を確保する上で欠かせない日常点検業務については、デジタルテク

ノロジーを活用した将来の状態基準保全に向けた実証実験等に取り組んでいく。引き続き効率的なメ

ンテナンス体制の構築を目指すとともに、機器の劣化・寿命や故障予測を行うことで、効率化と品質

向上に努め、安全性の向上につなげていく。 

 

○安全・安定輸送対策について 

・車齢が高い車両を数多く所有しているとの説明があったが、列車運行上で支障は出ていないか。 

・車齢が高い車両に対して特別に行っているメンテナンス方法について。（該当するものがあれば） 

 

 

 

・列車運行中に車両故障等のトラブルが発生した際の対応・対策について。 

 

・これまで車両の老朽取替を抑制してきた理由、会社として車両の取替周期について、どのように考

えるか。 

 

〇安全対策について 

・京阪電鉄では、関係省令に基づき社内基準を制定したうえで、車齢に係わらず検査を実施。安全か

つ安定的な鉄道輸送の確保に努めている（３月を超えない期間ごとに車両の状態及び機能について

行う「状態・機能検査」等）。社内基準の下に、詳細に検査内容・基準を定めた内規を制定し、検査を

行っている。また、検査周期については、システムを用いて管理しており、各検査を実施する体制を構

築している。 

・トラブルが発生した際は、運転指令－車両指令間で連携を密に取り、営業線出張所もしくは車庫に

待機する係員がただちに車両状態の確認を可能とする体制を整えている。 

・実際のこれまでの車両使用年数の実績と定期的なメンテナンスの実施により安全安心に車両が使

用できる状態であることを踏まえ約６０年使用する想定。また、概ね１５年ごとに主要な機器装置の更

新、３０年経過時に大規模リニューアル（外板塗装リフレッシュ、車内インテリア改修を含む）を実施す

ることで、故障に対する予防保全及び機器の保守軽減を図り輸送障害リスクの軽減、安全性・利便性

も向上させている。 

 

○利用者サービスに関すること                                                                    

（競合する他の交通機関との比較） 

・競合区間での他社との運賃比較。 

・運賃以外のデータに基づく、競合他社との比較をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用者サービスに関すること                                                                          

（競合する他の交通機関との比較） 

・主要駅間での乗車時間、運行本数の比較例 

  京阪電鉄 ＪＲ西日本 阪急 

駅間 
衹園四条→ 

淀屋橋 
京都→大阪 

京都河原町→
大阪梅田 

乗車時間 ５１分 ２９分 ４６分 

本数 ６本 ５本 ６本 

普通運賃 
４９０円（申請） 
４３０円（現行） 

５８０円 ４１０円 

        

  京阪電鉄 大阪メトロ   

駅間 
守口市→ 
淀屋橋 

守口→東梅田   

乗車時間 １２分 １６分   

本数 １２本 １１本   

普通運賃 
３２０円（申請） 
２８０円（現行）  

２９０円   

※第２回資料（１２／１９）３１ページ、第１回資料（１２／１２）２２ページ参照 

 



京阪電鉄 運賃上限変更認可（R6.12～）論点整理  R７.２.４配付（使用）              

 
Ａ 論点 Ｂ 所管局等からの説明・回答 答申への反映（検討） 

 

（バリアフリー化の計画、コロナ禍でサービス水準が低下したとの批判への対応） 

・今回の運賃改定後のバリアフリー設備の整備計画について。 

 

 

 

・これまで実施してきたコスト削減策のうち、利用者サービスに影響を及ぼしたと思わ

れるものがあれば示して欲しい。（例:エスカレーターの休止など） 

・また、それらにつき今般の運賃改定後、見直す考えはあるか。 

 

 

（バリアフリー化の計画、コロナ禍でサービス水準が低下したとの批判への対応） 

・２０２５年度に祇園四条駅１・２番線に可動式ホーム柵を設置。また、２０２６年度から２０２８年度まで

に、計８番線の整備を予定。その後も年２番線程度を目途に計画的に可動式ホーム柵の整備を進

めていく。また、昇降機についても老朽化したエレベーターやエスカレーター更新を順次計画的に実

施。 

・今後の鉄軌道事業継続に必要な投資や修繕等の対応を着実に実施するため、利用状況に応じた各

種サービスの見直しを実施。具体的には、２０２１年９月のダイヤ変更により、平日ダイヤについて、

昼間時間帯の１時間あたり運行本数の変更、一部駅エスカレーターについて利用者減少を考慮し

て他のエレベーターやエスカレーター等で代替可能と判断したものについては利用を中止。 

・なお、ダイヤについては、コロナ禍の２０２１年９月からは利用が回復していることを踏まえ、２０２５年

３月のダイヤ変更により、京阪線の昼間時ダイヤパターンを変更。エスカレーターについては、稼働

を再開する予定は現時点ではないが、必要に応じて検討していく。 

・各駅に配備しているエスカレーターは、現在よりも輸送人員が多かった 1990 年代のご利用者数等を

踏まえた利用を前提に整備しているものが多いが、その後にエレベーターを整備していることや利用

者が整備時期に比べて減っていることもあり、利用状況や他のエスカレーター等で代替可能かどうか

を見極めて一部休止している。 
○人材確保 

・新規採用の現状、その他、離職状況について。 

 

・切実な離職率の解消と優秀な人材確保のために考えられる、具体的な対策について。 

 

 

 

○人材確保 

・乗務員、技術員ともに年々応募者数が減少しているほか、近年は求人数に満たない採用数となる傾

向が続いていた。また、離職率も上昇傾向にある。 

・短期的には初任給の改善や借上社宅制度導入、また、ベースアップ実施など待遇改善を実施するこ

とが必要であると考えており、コロナ収束による業績の回復も踏まえた取り組みを実施しているが、今

回の運賃改定による増収の一部も活用させていただくなど、引き続き経営体力の範囲内で継続的な

労働条件および職場環境改善の取り組みを実施したいと考えている。 

・また、応募条件の緩和、入社から数年をかけてＯＪＴを中心に知識・技能を習得する人材育成を実施

している。 

・性別等に係わらず誰しもが能力を発揮できるようしているとともに、職場環境改善にも積極的に取り

組んでいる（老朽化した寝室・休憩室のリニューアル、更衣スペース等の女性向け設備の整備）。 

・中長期的には、京阪グループの人材戦略である「多様な人財一人ひとりが持つ能力・パフォーマンス

を最大限引き出すとともに、挑戦と変革を生む風土改革を推進することで、従業員がいきいきと活躍

する環境を整備する」ことで、従業員一人ひとりの“個”の能力とパフォーマンスの最大化に向けて、ワ

ークエンゲージメント（働きがい）の向上を図る取り組みを進めていく。 

 

○その他の取り組み 

・インバウンドの誘致に向けた取り組みについて。 

 

 

 

 

・鉄道事業としてのサービス向上等による需要喚起に向けた今後の計画について。 

 

 

・長期経営計画の主軸戦略である「沿線再耕」「体験価値共創」をどのように鉄道利用拡

大につなげていくのか。また、拠点として考える駅周辺の開発状況とそのメリットについ

て。 

 

 

○その他の取り組み 

・訪日者数の多い韓国、台湾、中国を中心に、京阪電鉄が現地代理店の協力も得て企画乗車券等の

WEB 広告を実施しているほか、海外で開催される旅行博覧会への参加や海外の旅行代理店を直

接訪問し、企画乗車券の販促活動を実施（企画乗車券の販売例としては、２０２３年度実績で、京

都・大阪 SIGHTSEEING PASS を１４．１万枚販売）。 

 ※第２回資料（１２／１９）３３ページ参照 

・２０２５年秋を予定している３０００系車両へのプレミアムカーサービス拡大のほか、沿線自治体・観

光施設等との積極的な連携やグループ会社との連携のもと取り組みを実施。ＱＲ乗車券の商品ラ

インナップの拡充等により、需要喚起を図っていく。 

・各施策の実施により、輸送人員の減少を少しでも緩和することを目的としている。 

 

 

 

 

 



京阪電鉄 運賃上限変更認可（R6.12～）論点整理  R７.２.４配付（使用）              

 
Ａ 論点 Ｂ 所管局等からの説明・回答 答申への反映（検討） 

・ＧＸ戦略について、鉄道事業における今後の対策投資はどのようなものがあるか。 ・鉄道事業における今後のＧＸ対策投資について、「省エネの徹底・新技術導入」としては、環境配慮

型車両 13000 系の導入を中心に、変電所建替時の回生インバータ機器導入や駅照明、信号機や

鉄道車両の車内灯・前照灯のＬＥＤ化などを実施していく。 

○利用者からの意見聴取、理解を得るための取り組み 

・今回の値上げに関して、利用者から理解を得るための取り組みの予定について。（または行った内

容。） 

 

○利用者からの意見聴取、理解を得るための取り組み 

・京阪電鉄ＨＰのほか、駅看板や車内吊りポスター、京阪電鉄の広報誌等において、運賃改定申請に

関する情報を掲載。また、事前に沿線自治体に申請内容を説明し、ご理解いただいている。 

 

 

 

  ・要望事項に、運賃改定の必要性

や、運賃改定によるサービス向上

等の効果に関する利用者への説明

に関して、指導・助言を行うよう記

載 

  

 


